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整理番号５ 一般社団法人静岡県バレーボール協会 人選委員会細則

（目的）

第１条 この人選委員会の目的は、当法人の定款に従い、次期当法人役員の適任候補者を理事会と総会に

推挙することである。

（特別委員会）

第２条 当法人定款第４章・第２３条により、役員改選期前年に当法人特別委員会の人選委員会を設置

する。

（期間・任期）

第３条 この人選委員会の設置期間は、役員改選期の前年７月から始まり、翌年の総会で役員を推挙し

議決を得て決定する時点までとする。この期間をもって委員の任期とする。

（委員構成）

第４条 この人選委員会は各地区協会から４名ずつ選出された１２名で構成され、会長がこれを委嘱

する。

（役員の決定）

第５条 推挙された役員は、代議員による６月総会での過半数以上の議決をもって決定する。

（１）役員案は一括提案することができることとする。

（２）総会で役員案一括提案に異議あった場合、各人可否の選挙を行い過半数にてこれを決定する。

（３）人事案が否決された場合、人選委員会は該当ポストを人選し直すこととする。

（４）次の理事会承認で仮就任し次の総会の議決を経て決定するものとする。

（推挙の対象）

第６条 この人選委員会は、第１条の目的に基づき、下記の役員の候補者を推挙する。

（１）会長・副会長・監事・専務理事

（２）事務局部門の長（事務局長・財務部長・広報部長（理事））

（３）業務部委員長（競技・審判・指導者養成・強化普及・技術統計の各委員長（理事））

（４）各専門部部長

（５）業務担当常務理事・会長指名理事・会長指名副理事

（６）各地区協会及び各専門部から推薦された候補者以外の下記役員

①名誉会長 名誉副会長

②名誉顧問 顧問 参与

③その他の理事

（意見・推薦部署と推挙）

第７条 この人選委員会は、上記の役員の候補者を、次の関係部署からの意見・推薦を得て、候補者と

して推挙する。但し、目的達成のため各部署の推薦案について検討の結果、差し戻すことができる。

推薦がない場合には、本委員会が中心になって人選する。なお、推薦にあたっては各関係部署に人選

委員会を設けることとする。
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（１） 会長・副会長会からの意見

会長・副会長・監事・専務理事

（２） 次期会長候補者・次期専務理事候補者からの意見

業務担当常任理事・会長指名理事・（事務局部門）

（３）各地区協会からの推薦

①各地区協会会長

②各地区協会理事長（理事）

③各地区協会事務局関係長（事務局次長・財務部次長（副理事））

④各地区協会業務部門委員長（業務部門副委員長（副理事））

⑤顧問・参与・会長指名副理事

（４）各業務部門からの推薦

①事務局部門の長（事務局長・財務部長・広報部長（理事））

②各業務部部門の委員長（理事） 各業務部副委員長（副理事） 各業務部主事（副理事）

（５）各専門部からの推薦

①各連盟会長

②各専門部部長（理事）各専門部副部長（副理事）各専門部主事（副理事）

③顧問・参与・会長指名副理事

（６）推薦人による会長及び理事の立候補者（正会員）の推薦

①会長～理事５人を含む正会員 10名以上の推薦人

②理事～理事３人を含む正会員７名以上の推薦人

（委員長）

第８条 この人選委員会の委員長は、人選委員長と称し、委嘱された人選委員の互選によって選出

される。人選委員長は、人選委員会を招集し、その議長を務める。人選委員長は、その結果を理事会

及び総会に報告し、それぞれ承認・議決を得る。

（選挙の業務分担）

第９条 会長または理事の立候補者が出た場合、人選委員会が選挙を行う。

（選挙の詳細）

第１０条 会長または理事候補としての立候補届出は、人選年の総会 2週間前までとし、人選委員長

に届け出ることとする。人選委員会は選挙の準備を行う。

選挙は総会当日に行い即日発表する。会長は 1名、理事は最大 30名の定員以内を当選とする。

（陪席）

第１１条 この人選委員会は陪席人を出席させることができる。

（経費）

第１２条 この人選委員会に関わる必要経費は、財務部長にその予算・決算を報告し受領するものと

する。
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（指示）

第１３条 以上の細則の他、必要事項については、三役会に具申し、指示を得る。

（改廃）

第１４条 この細則の改廃は、理事会において決定する。

附則 この細則は、当法人の登記が行われた日から施行する。

平成 元年３月５日制定

平成２０年３月９日改正

平成２９年４月３日改正

平成３１年３月２４日改正

令和２年１０月吉日改正

令和４年 ９月吉日改正


